
父
子
家
庭
（
母
に
重
度
の
障
害
が
あ
る

家
庭
を
含
む
）
の
父
お
よ
び
児
童
③
父

母
の
い
な
い
児
童

※
い
ず
れ
も
児
童
が
18
歳
に
達
し
た
日
の

属
す
る
年
度
の
末
日
ま
で
。
父
母
の
所
得

に
制
限
が
あ
り
ま
す
。

▪
精
神
障
害
者
医
療
費
助
成

◦
対
象

【
A
精
神
障
害
者
保
健
福
祉
手
帳
１
・
２
級

を
お
持
ち
で
な
い
方
で
、
次
の
い
ず
れ
か

に
該
当
す
る
方
】

①
精
神
障
害
と
診
断
さ
れ
、
自
立
支
援

医
療
（
精
神
通
院
）
を
受
け
て
い
る
方

②
精
神
障
害
と
診
断
さ
れ
、
入
院
し
て

い
る
方
（
措
置
入
院
の
方
は
除
く
）

【
B
精
神
障
害
者
保
健
福
祉
手
帳
１
・
２
級

を
お
持
ち
の
方
】

◦
助
成
額

【
A
の
方
】
医
療
保
険
に
お
け
る
精
神
障

害
治
療
に
必
要
な
通
院
医
療
費
の
自
己

負
担
額
全
額
と
入
院
医
療
費
の
自
己
負

担
額
の
半
額

【
B
の
方
】
医
療
保
険
に
お
け
る
自
己
負

担
額
の
全
額

▼
保
険
年
金
課

☎
23
局
３
５
１
４

23
局
０
１
８
０

雇
用
管
理
セ
ミ
ナ
ー
Ｄデ

イ
Ａ
Ｙ

▼
対
象
＝
企
業
担
当
者　

▼
期
日
＝
２
月

２
日（
火
）　

▼
時
間
／
内
容
＝【
第
１
部
】

午
前
11
時
～
正
午
／
こ
ん
な
助
成
金
ご
存

知
で
す
か
？
～
高
齢
者
が
働
き
や
す
い
職

場
環
境
整
備
の
た
め
の
～
【
第
２
部
】
午

後
１
時
～
４
時
30
分
／
働
け
ま
す
！
精
神

障
害
者
～
精
神
障
害
者
の
理
解
を
深
め
る

た
め
に
～
※
１
部
の
み
、
２
部
の
み
の
受

講
可
能　

▼
場
所
＝
ハ
ロ
ー
ワ
ー
ク
豊
橋

（
６
階 

大
会
議
室
）　

▼
定
員
＝
80
名（
先

着
順
）　

▼
参
加
料
＝
無
料　

▼
申
し
込

み
＝
ハ
ロ
ー
ワ
ー
ク
豊
橋
の
ホ
ー
ム
ペ
ー

ジ
（http://aichi-hellow

ork.jsite.m
hlw

.
go.jp/list/toyohashi.htm

l

）
か
ら
出
席
希

望
票
を
ダ
ウ
ン
ロ
ー
ド
し
、
必
要
事
項
を

記
入
の
う
え
直
接
ま
た
は
Ｆ
Ａ
Ｘ
・
郵
送

に
て

▼
豊
橋
公
共
職
業
安
定
所　

雇
用
指
導
官

（
〒
４
４
０

－

８
５
０
７　

豊
橋
市
大
国

町
１
１
１
）

☎（
０
５
３
２
）52
局
７
１
９
４

（
０
５
３
２
）52
局
７
１
５
９

【
縦
覧
】田
原
市
が
決
定
す
る

都
市
計
画
の
変
更
案

　

田
原
市
が
こ
れ
ま
で
進
め
て
き
た
三
河

田
原
駅
周
辺
整
備
に
伴
う
道
路
な
ど
の
変

化
や
、
今
後
の
中
心
市
街
地
活
性
化
へ
の

取
り
組
み
に
対
応
す
る
た
め
、
以
下
の
３
つ

の
都
市
計
画
の
変
更
を
進
め
て
い
ま
す
。

▼
変
更
案
＝
①
用
途
地
域
の
変
更
【
対
象

医
療
費
の
助
成
制
度

　

田
原
市
で
は
、
さ
ま
ざ
ま
な
医
療
費
の

自
己
負
担
分
を
助
成
す
る
制
度
を
設
け
て

い
ま
す
。
ま
だ
申
請
さ
れ
て
い
な
い
方
は

お
問
い
合
わ
せ
く
だ
さ
い
。

▪
後
期
高
齢
者
福
祉
医
療
費
助
成

◦
対
象
＝
後
記
高
齢
者
医
療
制
度
の
被
保

険
者
で
次
の
い
ず
れ
か
に
該
当
す
る
方

【
障
害
者
】
次
の
い
ず
れ
か
に
該
当
す
る
方

①
身
体
障
害
者
手
帳
１
～
３
級
、
じ
ん

臓
機
能
障
害
４
級
、
進
行
性
筋
委
縮
症

４
～
６
級
②
療
育
手
帳
Ａ
・
Ｂ
判
定
③

精
神
障
害
者
保
健
福
祉
手
帳
１・２
級

④
自
閉
症
状
群
（
診
断
書
が
必
要
）

【
ひ
と
り
暮
ら
し
】
次
の
す
べ
て
に
該
当
す

る
方
①
単
身
で
生
活
を
営
ん
で
お
り
、
同

一
敷
地
内
に
親
族
が
住
ん
で
い
な
い
方
②

市
町
村
民
税
が
非
課
税
の
方
③
親
族
か

ら
金
銭
的
援
助
を
受
け
て
い
な
い
方
④
親

族
の
税
の
扶
養
親
族
に
入
って
い
な
い
方

【
ね
た
き
り
・
認
知
症
】
介
護
保
険
の
要
介

護
４
ま
た
は
５
の
認
定
を
受
け
て
い
て
３

か
月
以
上
要
介
護
状
態
が
継
続
し
て
い

る
市
町
村
民
税
非
課
税
世
帯
の
方

▪
母
子
家
庭
等
医
療
費
助
成

◦
対
象

　

①
母
子
家
庭
（
父
に
重
度
の
障
害
が
あ

る
家
庭
を
含
む
）
の
母
お
よ
び
児
童
②

地
域
】
萱
町
１
～
３
区
お
よ
び
新
町
地
内

②
防
火
地
域
及
び
準
防
火
地
域
の
変
更

【
対
象
地
域
】
萱
町
１
～
３
区
お
よ
び
新
町

地
内
③
特
別
用
途
地
区
（
大
規
模
集
客
施

設
制
限
地
区
）の
変
更【
対
象
地
域
】萱
町
、

神
戸
町
、豊
島
町
、浦
町
、片
浜
町
、片
西
、

田
原
１
区
地
内　
▼
縦
覧
期
間
＝
１
月
15
日

（
金
）
～
１
月
29
日
（
金
）
／
市
役
所
執

務
時
間
中　

▼
縦
覧
場
所
＝
街
づ
く
り
推

進
課
（
北
庁
舎
２
階
）　
▼
そ
の
他
＝
縦
覧

期
間
満
了
の
日
ま
で
に
田
原
市
に
意
見
書

を
提
出
す
る
こ
と
が
で
き
ま
す
。

▼
街
づ
く
り
推
進
課

☎
23
局
３
５
３
５

22
局
３
８
１
１

寄
付

　

次
の
方
々
か
ら
ご

寄
付
を
い
た
だ
き
ま

し
た
。
ご
厚
意
に
感

謝
し
ま
す
。

▼
11
月
25
日
、
ア
イ

ス
タ
イ
ル
デ
ザ
イ
ン 

山
田
政
嗣
様
か
ら

小
学
校
の
教
育
振
興
の
た
め
、
書
籍 

季

節
誌
し
ず
く
別
冊
「
百
肖
」
18
冊
。

＊
ふ
る
さ
と
寄
附
金
＊

▼
11
月
18
日
、
堀
米
茂
様
（
東
京
都
）
か

ら
金
２
万
円
。

▼
11
月
25
日
、
匿
名
希
望
の
方
か
ら
環
境

保
全
の
た
め
、
金
２
万
円
。
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